
重要 事項説明  別紙  
 
 
利用 料金  
 要介護または要支援認定を受けられた方 は、保 険者 から全額給付されるの で自己負担は ありま せん。  
 
 
※保険料の滞納などにより、法定代理受領 ができ なく なった場合、利用者か ら 1 ヵ月に付き下記の金額をいただき、  
当事業所から「サービス提供証明書」を発 行しま す。 このサービス提供証明 書を後日、お 住まい の市町 村の介護保険  
窓口に提出しますと、全額払い戻しを受け られま す。  

 
 

居宅 介護支援費 （Ⅰ ）【従来 通 り】  
 
居宅介護支援（ ⅰ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 45名未 満 の場合に算定＞  

要介護 1・ 2    10, 860円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5   14, 110円 ／月  

 
居宅介護支援（ ⅱ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 45名以上 60名 未満の場合、 45以上の部分 に算定＞  

要介護 1・ 2     5 ,440円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5    7 ,040円 ／月  
 

居宅介護支援（ ⅲ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 60名以上の 場 合、 45以上の部分に算定＞  

要介護 1・ 2     3 ,260円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5    4 ,220円 ／月  

 
 

居宅 介護支援費 （Ⅱ ）（ 指 定 居 宅 ｻｰﾋ ﾞ ｽ事 業 者 等 と の 間 で 居 宅 ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ計 画 に 係 る ﾃﾞｰ ﾀを 電 子 的 に 送 受 信 す る た め の シ ス テ ム の 活 用  
及 び 事 務 職 員 の 配 置 を 行 っ て い る 事 業 所 ）  

居宅介護支援（ ⅰ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 50名未 満 の場合に算定＞  

要介護 1・ 2    10, 860円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5   14, 110円 ／月  

 
居宅介護支援（ ⅱ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 50名以上 60名 未満の場合、 50名以上の部 分に算定 ＞  

要介護 1・ 2     5 ,270円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5    6 ,830円 ／月  

 
居宅介護支援（ ⅲ）  
＜取扱件数が介 護支援 専門 員 1人当 たり 60名以上の 場 合、 60名以上の部分に算定 ＞  

要介護 1・ 2     3 ,160円 ／月  
要介護 3・ 4・ 5    4 ,100円 ／月  

 
 
  その他加算料金  
 
    加算の対象になる場合は、下記の加 算が算 定さ れます。  
 
    ①中山 間部地域 等に居 住する者 へのサー ビ ス提供 加算  
     （通常の事業実 施地域を超え てサー ビス提 供し た場合） 居宅介護支援費に 5％加算  
 
 
    ②初回 加算  3 ,000円／月  
      新規に居宅サービス計画を作成す る場合 、要 支援者が 要介護 認定を受けた場合に居宅サ ービス 計画を作成  
      する場合、要介護状態区分が二区 分以上 変更 された場 合に居 宅サービス計画を作成する 場合  
 
 
    ③入院 時情報連 携加算 （ Ⅰ）  2 ,500円 ／月  入院時 情報 連 携加算（ Ⅱ ）  2 ,000円 ／月  
      入院時情報連携加算（Ⅰ ）  利用者が病 院又 は診療所 に入 院 し た日の うちに 、当該病院又 は診療 所の職員  
      に対して当該利用者に係る必要な 情報を 提供 している こと。  
      入院時情報連携加算（Ⅱ ）  利用者が病 院又 は診療所 に入 院 し た日の 翌日又 は翌 々 日 に、当該病院 又は診療 所  
      の職員に対して当該利用者に係る 必要な 情報 を提供し ている こと。  
 
 
    ④通院 時情報連 携加算   500円／月  
      利用者が医師の診察を受ける際に 同席し 、医 師又は歯 科 医 師に 利用者の心身の状況や生 活環境 等の 必要な情  
      報提供を行い、医師等から利用者 に関す る必 要な情報 提供を 受けた上で、居宅サービス 計画に 記録した場合  
 
 
 
 
 
 
 



    ⑤退院 ・退所加 算（Ⅰ イ）  4 ,500円／回  （Ⅰ ロ）  6 ,000円／回   
      （Ⅱ イ）  6 ,000円／回  （ Ⅱ ロ ）  7 ,500円／回   （Ⅲ ）  9 ,000円／回   
 

      退院・退所加算（Ⅰイ）  医 療機関 や介護 保 険施設等の職員 から利用者 に関する 必要な 情報の 提供 をカン ファ  
      レン ス以外の方 法により 1回 受けてい ること 。  
      退院・退所加算（Ⅰロ）  医 療機関 や介護 保 険施設等の職員 から利用者 に関する 必要な 情報の 提供 をカン ファ  
      レン ス により 1回 受けている こと。  
      退院・退所加算（Ⅱイ）  医 療機関 や介護 保 険施設等の職員 から利用者 に関する 必要な 情報の 提供 をカン ファ  
      レン ス以外の方 法により 2回 受けてい ること 。  
      退院・退所加算（Ⅱロ）  医 療機関 や介護 保 険施設等の職員 から利用者 に関する 必要な 情報の 提供 を 2回 受け  
      おり、うち 1回 以上はカ ン フ ァレ ン スによること。  
      退院・退所加算（Ⅲ）   医 療機関 や介護 保 険施設等の職員 から利用者 に関する 必要な 情報の 提供 を 3回以 上  
      受けており、うち 1回以 上は カ ンフ ァレ ンス によること 。  
 
 
     ⑥緊急 時等居宅 カンフ ァレン ス 加算   2 ,000円／回  
      病院又は診療所の求めにより、当 該病院 又は 診療所の 職員と 共に利用者の居宅を訪問し 、カン ファレンス  
      を行い、必要に応じて居宅サービ ス等の 利用 調整を行 った場 合１月に２回を限度として 算定で きること。  
 
 
     ⑦ター ミナルケ アマネ ジメン ト 加算  4 ,000円／ 月  
      在宅で死亡した利用者に対して、終 末 期 の 医療 やケアの 方針 に関 す る当該 利 用者又 はそ の家族 の意向 を把握  
      した 上で、その死亡日及び 死亡日 前 14 日以 内に 2 日以上、 当該利 用者 又はその 家族の 同意を 得て 、当該  
      利用者の居宅を 訪 問し、当該利用 者の心 身の状況等を記録し 、主治 の医 師及び居 宅サー ビス計 画に位置付け  
      た居宅サービス 事 業者に提供した 場合  
 
 
     ⑧特定 事業所医 療介護 連携加 算 （従来の Ⅳ と同じ ） 1,250円／ 月   
        前々年度の 3月から前年度の 2月まで の間において ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を 15回 以上 算定している こと。  
 
 
     ⑨特定 事業所加 算  （ Ⅰ ） 5, 190円 ／月  （ Ⅱ ） 4, 210円 ／月  （Ⅲ ） 3,230円 ／月  （ A） 1,140円 ／月  

特定 事業所医療 介護 連携加算 （ 従来 のⅣと 同じ ） 1,250円／月   
        前々年度の 3月から前年度の 2月まで の間において ﾀｰﾐﾅﾙｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ加算を 15回 以上 算定している こと。  

 
 
次の算定用件を満たした場 合                        ※  Aは、 R3.4.1か ら  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令和 6

年 4月 1日   一部改正  
 

 

特定事業 所加算の算定 用件  (Ⅰ )  (Ⅱ )  (Ⅲ )  (A )  

常勤の主任介護支援専門員を配置していること（Ⅰ ： 2名以上、Ⅱ ・Ⅲ ・ A： 1名
以上 ） （ 居 宅 介護 支援の提供に支障がない場合は、他の職務 と兼 務をしても差 し支 えな
い）  

○  ○  ○  ○  

常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること（Ⅲ ： 2名 ・ A： 1名 ）  ○  ○  ○  ○  
利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目

的とした会議を定期的に開催すること（週 1回 1時間程度 ）  
○  ○  ○  ○  

24時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体
制を確保していること  

○  ○  ○  ○  

算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護 3、4又は5である者の割合が  
４ 0％以上であること  

○  ×  ×  ×  

介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること  ○  ○  ○  ○  
地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居

宅介護支援を提供していること  
○  ○  ○  ○  

家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生  活困窮者、難
病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討

会、研修等に参加していること  
○  ○  ○  ○  

特定事業所集中減算の適用を受けていないこと  ○  ○  ○  ○  
介護支援専門員 1人当たりの利用者の平均件数が45名未満  
（ 居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は50名未満 ）であること  

○  ○  ○  ○  

介護支援専門員実務研修における科目 「 ケアマネジメントの基礎技術に関する

実習 」等に協力又は協力体制を確保していること  
○  ○  ○  ○  

他の法人が運営する居宅介護支援事業者と共同で事例検討会 ・研修会等を実

施していること  
○  ○  ○  ○  

必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス（ インフォーマルサ

ービス含む）が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること  
○  ○  ○  ○  


